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「雪窓公園整備工事」に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

（令和６年（2024 年）７月１日決裁 都市計画係） 

 

１ 趣旨 

本要領は、御代田町が発注する「雪窓公園整備工事」の契約に当たり、意欲及

び技術的な能力を評価し、最適な受注者を選定するための「公募型プロポーザル

方式」に係る事務手続を定めたものである。 

本要領に規定する事項以外の業務発注者の選定事務は、従来どおり財務会計関

係規定に基づいて実施する。 

 

２ 業務概要 

（１）目的 

   令和３年度に策定した御代田町公園施設長寿命化計画に基づき、令和６年度

に更新を予定している雪窓公園の複合遊具等の更新を含む公園整備工事を実

施する。 

（２）業務名称 

雪窓公園整備工事 

（３）業務内容 

本工事は、提案を受けた上で、既設の遊具の撤去と新たな複合遊具等の実施

設計及び施工を一括して発注する設計・施工一括発注方式の工事である。 

（４）工期 

契約日の翌日から令和７年３月 25 日（火）まで 

（５）施工場所 

   雪窓公園 

（６）提案上限額 

提案上限額は、消費税を含め 56,600 千円を上限とする。 

（７）要求事項 

   企画提案にあたっては、「雪窓公園整備工事に関する特記仕様書」に従うこ

と。 

 

３ スケジュール 

内 容 期 間 

（１）公告開始日 令和６年７月１６日（火） 

（２）質問書の受付期間 令和６年７月１６日（火） から 

令和６年７月２３日（火） まで 

（３）質問に対する回答期限 令和６年７月２６日（金） 

（４）参加表明書の提出期限 令和６年８月 ２日（金） 

（５）技術提案書等の受付期限 令和６年９月 ９日（月） 

（６）プレゼンテーション審査 令和６年９月１８日（水） 

（７）結果通知 令和６年９月２５日（水） 

（８）契約締結 令和６年９月下旬 

※スケジュールは予定であり、町の都合により変更する場合がある。 
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４ 参加資格 

  本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる事項を全て満たすこと。 

（１）企画提案書等の受付期限までに「御代田町入札参加資格名簿」に登録されて

いること。 

（２）御代田町建設工事等入札参加資格者等に係る指名停止要綱に基づく指名停止

等の措置を受けていないこと。 

（３）長野県内に支店、本店がある者であること。 

（４）参加する者が（社）日本公園施設業協会に加入しており、SP、SPL 認定企業

である者であること。 

（５）（社）日本公園施設業協会技術資格制度の公園施設製品安全管理士の資格を

有する者が在籍している者であること。 

（６）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しな

い者であること。 

（７）長野県建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（令和３年６

月 21 日３建政技第 84 号）に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であ

ること。 

（８）国税、地方税いずれも滞納している者でないこと。 

（９）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）

に基づき指定された暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用

人として使用していない者 

（10）客観的に明らかに経営不振に陥ったと認められる次のアからオの要件に該当 

する者 

ア 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく民事再生手続開始の申立て 

がなされていない者 

  イ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てを 

がなされていない者 

ウ 会社法（平成 17 年法律第 86 号）に基づく特別清算開始の申立てがなされ 

ていない者 

エ 破産法（昭和 16 年法律第 75 号）に基づく破産手続開始の申立てがなされ 

ていない者 

オ 銀行取引停止処分がなされていない者 

（11）提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。 

 

５ 公告 

（１）公告開始日  

令和６年７月 16 日（火） 

（２）公告方法 

   町ホームページへの掲載 

   【URL】 https://www.town.miyota.nagano.jp  

 

６ 質問の受付及び回答 

本プロポーザルに関する質問及び回答は、次のとおり行うものとする。 

（１）受付期間 

   令和６年７月 16 日（火）から令和６年７月 23 日（火）午後５時まで 

（２）提出方法 
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   質問書（様式４）に質問内容を記載し、「16 書類提出及び連絡先」宛に電

子メールにて提出すること。電子メールの件名は「雪窓公園プロポーザルに

関する質問（事業者名）」とし、本文中に担当者名及び連絡先等を明記する

こと。 

※電子メール送信後、確認のため、併せて電話による連絡を行うこと。 

（３）回答方法 

   提出された質問への回答は、質問者の名前を伏せた質問回答書を随時、町ホ

ームページに掲載する。最終回答は、令和６年７月 26 日（金）までとする。 

 

７ 参加表明書の提出 

（１）申込期間 

令和６年８月２日（金）午後５時まで 

（２）提出書類 

ア 参加表明書（様式１） 

イ 企業の業務実績報告書（様式２） 

① 記載上の留意事項 

 １）４ 参加資格（４）（５）が確認できる書類（資格証については、２名

程度で可）の写しを添付すること。 

２）主な業務経歴は、技術提案書を提出する日の前日から過去 10 年以内に 

完了した業務のうち、同種又は類似業務の実績を１件以上記入すること 

（４件以上の場合は、直近の類似業務を記載すること。）。 

 ３）記載した業務を確認できる契約書等の写しを添付すること。 

ウ 配置予定技術者届出書（様式３） 

① 記載上の留意事項 

１）予定技術者の資格が確認できる書類の写しを添付すること。 

エ 事業所所在地の納税証明書（法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税）。 

なお、未納がないことの証明でも可  各１部 

※ 納税証明書については、３か月以内に発行のもので、原本、写しどちら 

でも可 

（３）提出方法 

持参又は郵送にて提出すること。なお、郵送で提出される場合、封筒等の表

面に「雪窓公園整備工事公募型プロポーザル参加表明書在中」と記載し、「一般

書留」「簡易書留」のいずれかにより郵送すること。また、受付期間内に電話に

より書類が到着しているかの確認すること。 

（４）提出先 

16 書類提出及び連絡先に同じ 

 

８ 技術提案書等の提出 

（１）提出書類 

参加資格を有する者は、次の書類を提出すること。また、提出書類について

は、別途 CD-R 又は DVD-R の電子媒体で１部提出してください（電子媒体で提出

するデータは、PDF 形式で読み込みが可能なものを作成し、ウィルス検査を実

施したものとする。）。 

ア 企画提案書（任意様式） 

① 記載上の留意事項 
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 １）企画提案書の内容は、Ａ４判（書式は自由）とする。カラー、白黒印

刷についての指定はない。部数については、正本１部、副本５部を提出

すること。 

なお、副本には会社名等の提案事業者が特定できる記載は全て削除する

こと。 

イ 業務取組体制及び工程表（任意様式） 

① 記載上の留意事項 

１）本業務に対する取組体制、業務を進める上での留意事項や、スケジュ

ール、作業フロー及び取組（作業）体制等について簡素に記載してくだ

さい。 

２）Ａ４判片面２枚以内又はＡ３判片面１枚以内（書式は、自由）にまと

めること。カラー、白黒印刷についての指定はない。部数については、

正本１部、副本５部を提出すること。 

  ウ パース図等のイメージ図（任意様式） 

   ① 記載上の留意事項 

１）提案する遊具等の完成後のイメージが判断できるような図面を提出

すること。 

２）Ａ４判片面２枚以内又はＡ３判片面１枚以内（書式は、自由）とす

る。カラーで提出すること。部数については、正本１部、副本５部を提

出すること。 

エ 工事費内訳書（見積書）（様式５） 

「雪窓公園整備工事」の見積りを作成し、正本１部提出すること。 

① 記載上の留意事項 

  費用の積算に当たっては、国及び県が公表している価格については、こ 

れを使用すること。 

（２）提出期限 

令和６年９月９日（月）午後５時まで 

（３）提出方法 

持参もしくは郵送で提出すること。 

なお、郵送の場合は令和６年９月９日（月）午後５時必着とする。 

（４）提出先 

16 書類提出及び連絡先に同じ 

 

９ プレゼンテーション審査 

（１）実施日 令和６年９月 18 日（水）を予定（詳細は別途通知する） 

（２）場所 御代田町役場 大会議室 

（３）持ち時間 40 分以内（プレゼンテーション 25 分以内、質疑応答 15 分以内） 

（４）内容 技術提案書の説明 

（５）その他 

  ア プレゼンテーションにプロジェクター等を利用する場合の機材について、

当町で用意するのは、プロジェクター及びスクリーン 1基とする。パソコン、

ケーブル類、その他の必要な機器は各参加者で準備すること。 

  イ 提出締切日以降の資料等の追加、配布は受け付けない。 

  ウ プレゼンテーションを行う者は、本業務に直接携わる予定の責任者とし、

当該者を含め出席者は３名以内とする。 



- 5 - 

  エ 詳細な日程等については、別途連絡する。また、当日、指定された場所、

時間に来ない者は失格とする。 

 

10 審査 

（１）審査対象項目 

プレゼンテーションをした事業者のうち、評価の合計点が高いものから、優

先交渉権者、次点交渉権者を選定する。審査は、別に定める事業者選考会によ

り、厳正に審査する。評価項目は、次のとおり。 

① 参加事業者の業務実績等 

② 見積価格の妥当性 

③ 発注者の要求事項に対する企画提案 

④ 総合評価 

   なお、参加事業者の業務実績等及び見積価格の妥当性については、評価の対

象とするが、事務局での採点とし、選考委員による審査対象ではない。 

（２）技術提案書を特定するための評価基準 

  ア 技術提案書は、次の基準に基づいて特定される。 

評価項目 評 価 事 項 評価基準 

参加事業者の

業務実績等 

(10 点) 

事業者の業務実績等(10 点) ・豊富な経歴を有しているか。(10 点) 

見積価格の妥

当性(10 点) 
工事価格に対する評価(10 点) ・提案内容に対する価格が適正であるか。(10 点) 

発注者の要求

事項に対する

企 画 提 案 (70

点) 

テーマ・コンセプト（20 点） 

・遊具やエリア全体の整備内容が、雪窓公園の整備

方針や景観、地域性にあった遊具設置・空間づく

り（遊具の形状、色調、配置等）となっているか。

（10 点） 

・楽しみながら子供たちの心身の成長が図られる提

案となっているか（10 点） 

遊具の構成要素（10 点） 

・多様な遊び等の形態が提供されており、子どもた

ちの想像力・冒険心などを育む良質な遊具である

か。（５点） 

・保護者などが安心して、遊んでいる子どもを見守

りながら、長時間公園を利用しやすい遊具の提案

がされているか。（５点） 

安全対策（10 点） 

・利用時に想定される危険及び予期せぬ遊び方によ

る危険への安全対策の提案がされており、遊具ご

とに必要な安全対策に対する提案がされている

か。（10 点） 

維持管理（10 点） 

・劣化の低減に配慮し、耐用年数が長くなるような

材料を使っているなど維持管理経費を抑えられ

る提案になっているか。また、維持管理（交換・

補修）がしやすい材質・構造・塗装となっている

か。（10 点） 
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インクルーシブデザイン対応

（10 点） 

・提案目的物の構造に、部分的でもインクルーシブ

デザインが採用されているか。 

施工計画（10 点） 

・現地条件を踏まえた詳細な施工計画であり、工事

中の公園利用者への安全対策の検討が十分にさ

れているか。（10 点） 

総合評価（10

点） 
全体提案・その他（10 点） 

・総合的な視点における優れた提案がなされている

か。もしくは、特に加点するような内容の提案等

がなされているか。（10 点） 

評 点 の 合 計 結 果 ／100 点 

イ 審査員による審査結果を踏まえ、本業務を受託するにふさわしい適切な者を

業務委託候補者として選定する。アの評価基準に基づき評価、採点し、その結

果の最も高かった者を業務委託候補者として選定する。 

（３）企画提案者が１者又はない場合の取り扱い 

企画提案者が１者の場合も審査を行い、業務が適切に実施できると判断され

る場合は、業務委託候補者として選定する。なお、業務が適切に実施できない

と判断される場合又は技術提案者がいない場合は、再度、技術提案者を募集す

る。 

（４）業務委託候補者の選定、結果の通知及び公表 

ア 全ての技術提案者に対し審査結果を令和６年９月 25 日（水）付で文書にて

通知する。 

イ 審査・選定・選定結果に対する質問及び異議申し立てには応じないものとす

る。 

 

11 契約の締結 

業務委託候補者として選定した者と町が協議し、業務委託に係る仕様を確定さ

せた上で 、町はあらためて見積書を徴取し、随意契約の方法により契約を締結

する。 

 

12 企画提案者の失格 

企画提案者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。ただし、御代田町

がやむを得ない事情があると認められた場合は、この限りではない。 

（１）「４ 参加資格」の要件を満たさなくなった場合 

（２）提出書類等に虚偽の記載があった場合 

（３）審査の公平性を害する行為があった場合 

（４）企画提案者が、契約を履行することが困難と認められる状態に至った場合 

（５）見積書の金額が、提案上限額を超えている場合 

（６）その他、著しく信義に反する行為があった場合 

 

13 辞退 

参加申し込み後に本プロポーザルを辞退する場合には、速やかに参加辞退届

（様式任意）を提出すること。町が参加辞退届を受理した時点で、参加資格を失

うものとする。 

参加辞退届の提出にあたっては、事前に「16 書類提出及び連絡先」に電話に

て連絡のうえ、持参又は郵送により提出すること。なお、辞退は自由であり、辞
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退しても以後における不利益は被らない。 

 

14 プロポーザルの中止等 

やむを得ない理由等により、プロポーザルを実施することができないと認める

ときは、中止または取り消す場合がある。 

 

15 その他 

（１）参加表明書及び技術提案書の作成、提出及びプレゼンテーションに関する費

用は、提出者の負担とする。 

（２）提出書類は、審査結果にかかわらず返却しない。 

（３）提出書類等は、公開しない。ただし、本プロポーザル審査に係る情報公開請

求があった場合には、参加者の承諾を得ずに提出書類等を公開することができ

る。この場合、当該法人または本業務を含む個人の権利、競争上の地位その他

正当な利益を害するおそれがあるものについては、除くものとする。 

（４）提出された技術提案書は、審査目的以外には応募事業者に無断で使用しない。 

（５）優先候補者の審査・選定を行うのに必要な範囲において、提出書類を複製し

て使用することがある。 

（６）手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（７）提出書類の中で、第３者の著作物を使用する場合は、著作権法（昭和 45 年

５月６日法律第 48 号）に認められたものを除き、当該第３者の承諾を得てお

くこと。 

（８）現地確認は、公園利用者の妨げにならない範囲で自由に行うことができる。 

 

16 書類提出及び連絡先 

 御代田町役場 建設水道課 都市計画係（役場２階 10 番窓口） 

   〒389-0292 

長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口 1794 番地６ 

電話番号 0267-32-3129（直通） 

ＦＡＸ 0267-31-1711 

Ｅメールアドレス tokei@town.miyota.nagano.jp 


